
『
小
右
記
』

こ
ぼ
れ
話

『
小
右
記
』

に
み
る
朱
器
台
盤
と
大
饗
・
節
供

渡
遺

誠

2 0 1 5 

先
に
筆
在
は
、
『
史
人
』
第
四
号
（
二

O
二
一
年
）

摂
関
」
に
お
い
て
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
た
。

掲
載
の
拙
稿
A

「
朱
器
大
饗
と

第 6号

①
藤
氏
長
者
が
代
々
受
け
継
ぐ
朱
器
台
盤
は
、
藤
氏
長
者
が

E
月
に
行
う
大
臣
大

饗
（
以
下
、
正
月
大
饗
）
で
毎
回
使
用
さ
れ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
藤
氏
長
者
就

任
後
最
初
の
正
月
大
饗
（
初
度
大
饗
）
で
の
使
用
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
朱
器

台
盤
の
使
用
は
そ
れ
に
限
ら
な
い
。

②
正
月
大
饗
に
対
し
て
略
儀
的
な
性
格
を
持
つ
任
大
巨
大
饗
で
は
、
藤
氏
長
者
と

い
え
ど
も
朱
器
台
盤
は
使
用
せ
ず
、
様
器
と
机
を
用
い
た
。

③
正
月
大
饗
に
お
け
る
朱
器
台
盤
の
確
実
な
使
用
例
の
早
い
も
の
と
し
て
、
藤
原

頼
通
が
万
寿
一
一
（
一

O
二
五
）
年
に
「
大
盤
」
（
U
台
盤
）
を
使
用
し
た
事
例
を
指

摘
で
き
、
彼
は
毎
年
恒
例
の
正
月
大
饗
で
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

藤
原
道
長
が
「
大
饗
朱
器
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
天
慶
ぃ
ハ
（
九
四
二
一
）
年
の

藤
原
忠
平
の
正
月
大
饗
で
は
禄
器
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
御
斎
会
期
間
中
に

質
素
に
執
り
行
っ
た
例
外
的
な
措
置
と
し
て
特
記
さ
れ
た
も
の
と
与
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
正
月
大
饗
に
お
け
る
朱
器
台
盤
の
使
用
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
行
わ
れ

て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

史人

④
「
朱
器
大
饗
」
が
院
政
期
に
夜
場
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
の
は
、
摂
関
期
に

お
い
て
、
藤
氏
長
者
が
大
臣
を
代
表
し
て
毎
年
行
っ
て
き
た
正
月
大
饗
が
、
後
三

条
朝
か
ら
姿
を
消
し
、
正
月
大
饗
の
開
催
が
大
臣
（
ま
た
は
太
政
大
臣
お
よ
び
摂

政
・
関
白
）
初
任
の
衰
年
正
月
の
み
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
藤
氏
長
者
と

他
の
公
卿
と
で
開
催
条
件
に
違
い
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
円
又
け
て
、
あ
ら
た
め
て

藤
氏
長
者
の
行
う
正
月
大
饗
を
特
別
視
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
い
た
結
果
、
従

来
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
朱
器
台
盤
の
使
用
と
い
う
事
実
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
で
あ
り
、
藤
氏
長
者
が
行
う
正
月
大
饗
の
儀
式
内
市
什
そ
の
も
の
に
変

化
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

⑤
鎌
倉
期
に
入
る
と
、
建
、
水
元
（
一

唯
一
の
例
外
を
除
い
て
、
正
月
大
饗
は
一
切
行
わ
れ
な
く
な
る
た
め
、
朱
器
大
饗

も
そ
の
一
例
を
除
い
て
存
在
し
な
い
。

以
上
の
考
察
は
、
そ
れ
以
前
に
執
筆
し
た
拙
稿
B

「
大
巨
大
饗
と
太
政
官
」
（
『
九

州
史
学
』
第
一
五
六
号
、
一

4
0
一
O
年
）
、
C
「
大
巨
大
饗
沿
革
考
」
（
『
史
人
』
第

三
号
、
二

O
一
一
年
）
作
成
時
に
、
主
と
し
て
『
大
日
本
史
料
』
お
よ
び
『
史
料
綜

覧
』
を
基
礎
に
収
集
し
、
そ
の
他
の
管
見
に
入
っ
た
事
例
を
加
え
て
整
理
し
た
史
料

を
ベ

l
ス
に
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
そ
の
↓
覧
表
は
拙
稿
C
に
簡
略
化
し
て
掲
載
。

以
下
、
個
々
の
事
例
は
こ
の
表
を
参
照
さ
れ
た
い
）

0

し
か
し
そ
の
後
、
朱
器
大
饗
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
『
小
右
記
』
の
重
要
な
記
事

を
利
用
し
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
特
に
拙
稿
A
で
論

点
③
と
し
て
述
べ
た
朱
器
台
盤
の
使
用
開
始
時
期
を
考
え
る
う
え
で
、
貴
重
な
情
報

を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
朱
器
台
盤
に
関
し
て
先
駆
的
な
研
究
を
行
っ
た
岩
井
降

次
氏
も

a
「
朱
間
荷
台
盤
考
」
（
『
古
代
文
化
』
第
三
五
巻
今
一
号
、
一
九
八
一
一
一
年
）
で
は

使
用
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

b

「
藤
氏
長
者
継
承
方
式
の
変
遷
と
朱
器
ム
口
般
国
」
（
『
占

代
文
化
』
第
三
六
巻
九
号
、
会
九
八
四
年
）
に
お
い
て
は
、
同
様
に

a
論
文
で
落
と
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『小右記』こぼれ話

し
て
い
た
『
御
堂
御
記
抄
』
（
『
御
堂
関
白
記
』
）
の
事
例
と
と
も
に
利
用
し
て
い
る
。

し
か
し
、
岩
井
氏
は

a
論
文
の
構
想
に
制
約
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
史
料
か
ら
得
ら
れ

る
知
見
を
十
分
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
筆
者
の
事
例
活
用
に
大
き
な
不
備
が
あ
っ
た
こ
と
を
反
省
し

つ
つ
、
『
小
右
記
』
の
記
事
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

な
お
、
さ
ら
に
拙
稿
C
に
も
事
例
収
集
上
の
不
備
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
大
巨
大

饗
の
最
後
の
事
例
を
長
禄
二
三
四
五
八
）
年
の
足
利
義
政
の
任
内
大
臣
大
饗
と
し

た
点
で
あ
り
、
鈴
木
道
男
「
文
政
六
年
の
任
大
巨
大
饗
（
一
）
堀
田
正
敦
の
『
突

未
記
』
論
孜
と
翻
刻
」
（
東
北
大
学
大
学
院
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
十
九

号
、
二

O
一
一
年
）
が
、
江
戸
幕
府
第
十
一
代
将
軍
徳
川
家
斉
の
文
政
六
（
一
八
三

一
二
）
年
お
よ
び
同
十
年
の
任
大
臣
大
饗
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
も
、
時
代
の

懸
隔
は
あ
る
も
の
の
、
拙
稿
C
で
述
べ
た
大
臣
大
饗
の
時
代
区
分
の
第
四
期
に
含
め

て
、
「
幕
府
将
軍
開
催
期
」
の
事
例
と
し
て
把
握
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
室
町
期
・
江

戸
期
と
も
、
そ
の
事
例
は
将
軍
に
よ
る
朝
廷
儀
礼
の
再
興
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
両
時
期
と
も
に
、
「
再
血
ご
さ
れ
た
大
巨
大
饗
を
公
家
が
行
う
こ
と

は
決
し
て
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
拙
稿
C
で
述
べ
た
通
り
、
こ
れ
ら
は
朝
迂
儀

礼
の
再
興
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
将
軍
に
よ
る
将
軍
の
た
め
の
儀
礼
と
し
て
理
解
す

べ
き
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
中
本
和
「
平
安
時
代
に
お
け
る
儀
式
と
身
分
秩
序
大
臣
大
饗
を
中
心
に

」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
－
一
五
三
、
二

O
一
五
年
）
六

a

頁
に
お
い
て
、
『
新
撰
年
中

（

昭

電

公

）

（

謀

原

忠

半

）

行
事
』
正
月
・
大
臣
家
大
饗
事
に
「
昨
宣
旨
、
二
・
一
二
日
間
被
レ
行
、
貞
信
公
四
日
被

レ
行
、
或
時
十
日
・
十
余
日
被
レ
行
レ
之
、
御
斎
会
間
用
レ
菜
、
不
レ
用
二
魚
味
云
々
、

又
十
四
日
行
例
両
度
〈
小
野
宮
・
九
条
殿
〉
」
（
（
〉
は
割
書
、
以
下
同
じ
）
と
あ
り
、

『
年
中
行
事
抄
』
正
月
・
大
臣
家
大
饗
事
に
も
「
新
任
大
臣
、
明
年
正
月
必
行
レ
之
、

（
藤
原
且
梓
）

近
代
絶
畢
、
上
古
四
日
左
大
臣
饗
、
五
日
右
大
臣
饗
也
、
昭
宣
公
三
日
間
被
レ
行
、

貞
信
公
開
日
被
レ
行
、
或
時
十
日
・
十
余
日
被
レ
行
、
若
当
一
御
斎
会
一
之
問
、
用
一
一
精

進
饗
、
依
レ
禁
一
殺
生
也
、
近
代
無
一
式
日
」
と
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
（
前
者

「
昨
宣
旨
」
を
西
本
日
日
弘
校
訂
本
で
は
「
依
一
宣
旨
一
」
の
誤
写
と
み
て
、
中
本
氏

も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
「
昭
宣
公
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
）
。
こ
こ
か
ら
、
藤
原

基
経
が
正
月
大
饗
を
二
日
な
い
し
三
日
に
行
い
、
忠
平
の
時
に
は
式
日
が
四
日
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
変
化
は
、
主
と
し
て
正
月
三
日
に
行
わ
れ
た
上

皇
（
ま
た
は
母
后
）
に
対
す
る
朝
親
行
幸
の
有
無
と
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
旧
稿
で
採
り
上
げ
な
か
っ
た
藤
原
基
経
の
大
饗
の
事
例
と
し
て
、
『
政
事
要

略
』
巻
八
四
・
札
弾
雑
事
・
告
言
三
審
謹
告
等
事
（
国
史
大
系
六
八
八
百
九
）
に
「
古

老
一
ぶ
、
昭
宣
公
於
一
堀
河
院
被
レ
行
二
大
饗
之
日
」
一
五
々
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
趣
旨
と
は
直
接
に
は
関
係
し
な
い
余
談
だ
が
、
中
本
論
文
は
、

大
巨
大
饗
の
な
か
で
の
昇
殿
制
に
基
づ
く
身
分
秩
序
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
拙
稿
B
は
、
大
臣
大
饗
の
本
質
的
意
義
を
問
う
目
的
か

ら
、
一
裏
方
の
給
仕
役
で
あ
る
殿
上
人
・
諸
大
夫
の
位
置
づ
け
は
ほ
と
ん
ど
捨
象
し
て

い
た
が
、
今
、
こ
の
課
題
に
対
し
て
私
見
を
述
べ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

拙
稿
B
七
九
・
八
七
頁
で
述
べ
た
よ
う
に
、
殿
上
人
饗
は
大
中
納
言
が
交
替
（
お

そ
ら
く
「
巡
」
）
で
勤
め
る
「
役
」
と
し
て
の
「
訪
」
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
給
仕
役
を

勤
め
る
諸
大
夫
の
奉
仕
も
、
そ
の
身
分
に
付
帯
す
る
宮
廷
社
会
の
「
役
」
の
負
担
で

あ
っ
た
。
諸
大
夫
に
大
饗
へ
の
奉
仕
を
催
促
し
た
の
が
主
催
者
の
大
臣
家
で
は
な
く

摂
関
で
あ
っ
た
こ
と
も
勘
案
す
れ
ば
、
天
皇
と
の
関
係
性
の
親
疎
を
昇
殿
制
で
序
列

化
し
た
公
卿
殿
上
人
諸
大
夫
と
い
う
身
分
で
構
成
さ
れ
た
身
分
集
団
は
摂
関
に

統
率
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
集
団
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
見
合
っ
た
「
役
」
と
し

て
負
担
す
る
互
助
的
か
つ
義
務
的
な
奉
仕
が
、
「
巡
」
や
摂
関
に
よ
る
催
し
と
い
っ
た

集
団
独
自
の
論
理
で
自
律
的
に
機
能
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
大
饗
に
殿
上
人
・
諸
大
夫
が
奉
仕
し
、
殿
上
人
に
は
終
盤
に
主
人

か
ら
勧
盃
が
あ
る
（
中
本
前
掲
論
文
五
九
頁
）
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
役
」
の
奉

仕
と
、
そ
れ
に
対
す
る
労
い
で
あ
り
、
決
し
て
主
催
者
の
大
庄
が
直
接
彼
ら
を
編
成

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
饗
宴
が
参
加
者
の
序
列
や
身
分
編
成
を
表
象
す
る

場
で
あ
る
と
い
う
評
価
は
、
正
規
の
参
列
者
に
は
言
え
て
も
、
そ
の
周
辺
の
人
間
関
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係
ま
で
そ
う
し
た
画
一
的
な
観
点
で
把
握
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
大
臣

大
饗
の
よ
う
な
官
司
の
儀
礼
で
あ
っ
て
も
、
官
司
秩
序
の
み
で
開
催
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
貴
族
社
会
構
成
員
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
付
帯
す
る
共
同
体

的
奉
仕
と
し
て
の
義
務
的
扶
助
に
よ
っ
て
裏
支
え
さ
れ
て
い
た
と
い
う
、
平
安
貴
族

社
会
を
根
底
で
支
え
る
社
会
的
関
係
性
に
こ
そ
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＊
貴
族
社
会
の

2 0 l 5 

「
役
」
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
泰
弘
氏
が
多
元
的
に
展
開
す
る
「
召
奉
仕
」

関
係
の
表
現
形
態
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
（
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
家
・
社
会
編
成
の
転

凶
」
〔
『
日
本
中
世
の
繁
明
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二

O
O
一
年
、
初
出
は
一
九
九
五

年
〕
）
、
大
臣
大
饗
の
事
例
は
、
「
役
」
を
奉
仕
者
と
奉
仕
対
象
と
の
上
下
関
係
に
基
づ
く
個

別
的
な
関
係
と
し
て
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
共
同
体
に
対
し
て
そ
の
構
成
員
が
負
担
す

る
義
務
的
奉
仕
と
い
う
視
点
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第 6号

＊
大
巨
大
饗
へ
の
殿
上
人
・
諸
大
夫
の
参
加
に
つ
い
て
、
中
木
氏
が
論
じ
る
よ
う
に
、
一

O

世
紀
に
垣
下
親
王
が
主
人
と
と
も
に
担
っ
た
勧
盃
も
親
王
不
参
加
に
よ
っ
て
殿
上
人
が
担
う

よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
は
確
か
に
認
め
ら
れ
る
が
（
『
北
山
抄
』
拾
遺
雑
抄
上
て
そ
れ
は

あ
く
ま
で
「
垣
ド
」
（
接
待
役
）
の
役
割
の
代
妖
H

で
あ
っ
て
饗
応
対
象
で
は
な
い
。
ま
た
、

『
九
条
殿
記
』
天
慶
八
（
九
凶
丘
）
年
正
月
五
日
条
に
あ
る
よ
う
に
、
親
王
の
勧
盃
と
は
別

に
、
五
巡
の
後
に
「
禄
使
」
（
録
事
）
の
「
大
夫
」
（
四
位
・
五
位
）
が
弁
・
少
納
一
二
一

7
外
記

・
史
に
洞
を
給
し
て
い
る
。
録
事
は
『
西
川
U
U

記
』
『
北
山
抄
』
で
は
凶
位
・
五
位
と
の
み
書

い
て
殿
上
人
か
何
か
を
un
別
し
な
い
が
、
『
江
家
次
第
』
は
殿
上
人
一
人
（
弁
・
少
納
言
座

へ
の
給
酒
）
・
地
下
一
．
人
（
外
記
・
史
座
へ
の
給
酒
）
と
す
る
。
『
九
条
殿
記
』
の
「
禄
使
」

の
う
ち
弁
・
少
納
言
座
に
酒
を
給
し
た
二
人
は
近
衛
少
将
で
あ
り
、
殿
上
人
の
可
能
性
が
古
川

い
か
ら
、
『
江
家
次
第
』
と
基
本
的
に
同
じ
と
み
て
よ
い
。
加
え
て
、
先
の
十
八
慶
八
年
の
大

饗
で
は
、
尊
者
の
は
m
の
一
佼
戸
又
を
諸
大
じ
八
が
行
っ
て
い
る
（
『
丙
IH記
』
）
。
こ
れ
は
、
本
米
は

川
町
懇
の
公
卿
が
行
う
べ
き
も
の
で
非
例
と
さ
れ
た
が
、
か
え
っ
て
こ
こ
か
ら
諸
大
犬
に
よ
る

諸
役
の
李
仕
が
う
か
が
え
る
c

大
阪
大
饗
の
基
本
的
な
形
態
は
こ
の
頃
す
で
に
で
き
て
い
る
。

史人

ま
た
、
中
本
氏
は
、
摂
関
期
と
院
政
期
に
つ
い
て
、
殿
L
し
人
・
諸
大
夫
の
座
（
ひ
い
て
は

奉
仕
）
の
あ
り
方
が
異
な
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
が
（
五
九
頁
）
、
史
料
的
な
制
約
が
大
き

く
、
史
料
の
有
無
を
も
っ
て
そ
の
よ
う
に
論
じ
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
。
大
饗
を
と
り
ま
く

社
会
関
係
が
照
関
期
と
院
政
期
と
で
根
本
的
に
変
化
し
た
と
見
な
せ
る
事
実
の
指
摘
な
く
し

て
、
そ
れ
を
反
映
す
る
儀
礼
の
あ
り
方
に
変
化
が
あ
っ
た
と
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
お
、
拙
稿
B
で
太
政
官
厨
家
か
と
推
測
し
た
大
饗
の
禄
の
財
源
を
中
木
氏
は
「
任
大
巨

大
饗
で
は
朝
廷
か
ら
禄
を
賜
う
」
と
し
た
（
前
掲
論
文
山
岡
頁
）
。
そ
れ
は
、
任
し
人
巨
大
饗

の
饗
緑
勅
許
を
大
饗
mu
禄
物
の
骨
骨
い
川
、
げ
の
ね
λ

山
山
の
勅
許
と
解
し
た
こ
と
に
よ
る
（
報
告
レ

ジ
ュ
メ
）
。
し
か
し
、
饗
禄
勅
許
と
は
、
焼
尾
荒
鎮
一
禁
令
の
対
象
で
あ
る
饗
と
禄
を
大
臣
が

下
僚
に
振
る
舞
う
こ
と
を
勅
許
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
（
拙
稿
B
八
O
K貝
、
八
七

1
八
八

良
、
『
類
衆
三
代
格
』
日
制
泰
三
［
九

O
O〕
年
四
月
廿
五
日
山
円
符
の
「
饗
禄
」
の
用
例
も
参

照
）
、
朝
廷
（
天
皇
）
に
よ
る
禄
物
賜
与
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
の
他
、
『
後
慈
眼
院
殿
雑
筆
』
文
亀
一
冗
（
一
五

O
一
）
年
十
一
一
月
廿
五
日
間
白

拝
賀
次
第
に
「
次
覧
一
政
所
吉
主
一
、
覧
了
渡
目
録
、
渡
一
長
者
印
・
朱
器
、
補
一
別

当
氏
院
吉
書
等
覧
儀
弁
仰
一
所
々
司
一
事
等
今
般
可
略
レ
之
、
可
レ
行
節
会
方
之

儀
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
「
略
レ
之
」
が
別
当
補
任
以
下
を
指
す
な
ら
、
朱
器
渡
り

は
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
拝
賀
次
第
は
同
年
六
月
二
十
九
日
に

関
白
・
氏
長
者
を
宣
下
さ
れ
た
九
条
尚
経
が
哲
年
五
月
一
日
に
行
っ
た
奏
慶
（
『
続
史

愚
抄
』
）
の
準
備
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
な
か
に
み
ら
れ
る
先
例
は
長
和
・
承
保
・

保
安
・
文
治
・
安
貞
・
寛
喜
・
文
永
お
よ
び
藤
原
忠
実
の
例
（
長
治
カ
）
で
あ
り
、

鎌
倉
後
期
以
降
の
例
を
参
照
し
て
い
な
い
。
近
い
年
代
に
朱
器
の
存
在
を
示
す
史
料

も
今
の
と
こ
ろ
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
同
時
代
に
実
際
に

行
わ
れ
て
い
た
か
任
か
明
瞭
で
な
い
。
同

H
の
士
川
書
御
覧
を
記
す
『
冗
長
卿
記
』
に

も
朱
器
渡
り
は
記
載
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
旧
稿
で
は
事
例
と
し
て
採
録
し
な
か
っ

た
が
（
本
稿
後
掲
の
表
も
同
様
）
、
参
考
ま
で
に
提
示
し
て
お
く
。

）
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さ
て
、
本
題
で
あ
る
朱
器
大
饗
に
話
を
戻
す
と
、
『
小
右
記
』
に
は
、
次
の
二
件
の

関
係
記
事
が
あ
る
。

口史
；：；：； 料

克己
内永
罷延
同元

参九
？｝＼ 

摂を七
日川）

叱人兼

殿杢年
正

口？
本店
主主ろ乙

1て

用
朱
器
大
盤

『小右記』こぼれ話

｛
史
料
②
】
長
和
五
（
一

O
一
六
）
年
三
月
三
日
条

（
藤
原
λ

店

長

）

（

藤

原

兼

家

）

摂
政
来
月
九
日
可
レ
被
レ
行
大
饗
、
其
事
卿
相
欝
レ
之
、
故
大
入
道
殿
摂
政
始
被

レ
行
↑
如
一
大
饗
事
卜
、
困
対
庇
為
公
卿
座
一
、
見
一
歴
記
、
昨
日
大
略
申
一
照
政

（兼日本）

々
々
云
、
可
レ
依
レ
彼
、
但
用
レ
庇
饗
在
不
レ
吋
レ
用
一
朱
器
、
故
殿
未
レ
度
朱

（
刷
用
車
本
ア
リ
）

器
之
問
、
被
レ
行
一
庇
饗
一
（
被
〕
レ
用
一
保
器
一
敗
、
以
朱
器
用
一
一
大
饗
之
人
、

（

脱

原

也

ヤ

）

（

承

ヰ

ハ

句

）

周
一
一
様
器
一
如
何
、
欲
レ
見

L
貝
信
公
拝
」
給
太
政
大
臣
一
之
日
記
l
者
、
今
朝
彼
年

（

時

以

実

相

自

（

幡

原

）

（

主

頼

）

故
殿
御
記
柳
出
、
付
一
資
平
一
奉
レ
之
、
庇
饗
、
用
様
器
、
亦
見
故
殿
拝
給
之

御
記
一
、
如
一
承
平
六
年
一
、

史
料
①
は
、
藤
原
兼
家
が
前
年
の
寛
和
二
（
九
八
六
）
年
六
月
今
一
十
四
日
に
摂
政

・
藤
氏
長
者
と
な
っ
て
か
ら
初
め
て
行
っ
た
正
月
大
饗
（
母
屋
大
饗
）
の
記
事
で
あ

り
、
こ
の
時
、
兼
家
は
「
朱
器
大
盤
」
を
使
用
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
記
事
は
、
拙
稿
A
で
指
摘
し
た
万
寿
二
（
一

O
二
五
）
年
の
藤
原
頼
通
の
例
を
遡

る
、
権
実
に
朱
器
台
盤
を
使
用
し
た
大
饗
の
初
見
例
で
あ
る
。

次
に
、
史
料
②
は
、
長
和
五
年
正
月
二
十
九
日
に
県
政
と
な
っ
た
藤
原
道
一
長
が
、

兼
家
の
故
事
に
倣
っ
て
「
庇
饗
」
を
催
そ
う
と
し
た
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
、

藤
原
兼
家
が
摂
政
に
就
任
し
た
際
、
西
対
の
庇
に
公
卿
座
を
設
け
て
「
如
一
大
饗
一

事
」
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
（
『
日
本
紀
略
』
寛
和
二
年
九
月
二
日
条
に
み
え
る
摂
政

第
饗
宴
を
指
す
）
と
い
う
藤
原
実
資
の
報
告
を
受
け
て
「
庇
饗
」
を
催
す
計
画
を
立

て
た
藤
原
道
長
の
、
大
饗
に
お
け
る
朱
器
使
用
に
つ
い
て
の
認
識
が
見
て
取
れ
る
。

「
庇
饗
」
と
は
、
母
屋
で
行
う
王
月
大
饗
に
対
し
て
、
そ
の
略
儀
的
な
儀
式
と
し

て
庇
を
用
い
て
行
う
任
大
巨
大
饗
を
一
一
一
一
円
い
、
道
長
は
「
用
レ
庇
饗
者
不
レ
可
レ
用
一
朱
器

」
と
一
百
っ
て
い
る
。
任
大
臣
大
饗
に
お
い
て
は
様
器
と
机
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は

拙
稿
A
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
り
、
こ
の
記
事
で
も
、
藤
原
忠
平
の
任
太
政
大
臣
大

饗
（
承
平
六
〔
九
一
二
六
〕
年
八
月
十
九

H
）
お
よ
び
藤
原
実
頼
の
任
太
政
大
臣
大
饗

（
康
保
四
〔
九
六
七
〕
年
卜
一
－
月
十
三
日
）
が
と
も
に
様
器
を
用
い
て
行
わ
れ
た
こ

と
を
実
資
が
確
認
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
道
長
は
「
以
一
朱
器
一
用
大
饗
一
之
人
、
用
様
器
如
何
」
と
も
言
っ

て
い
る
。
道
長
は
自
ら
の
立
場
を
、
大
饗
で
は
朱
器
を
用
い
る
べ
き
存

ιと
認
識
し
、

同
様
の
立
場
に
あ
っ
た
寛
和
二
年
時
の
兼
家
の
場
合
は
、
摂
政
就
任
後
し
ば
ら
く
朱

器
台
盤
を
受
領
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
を
用
い
な
い
庇
饗
の
形
で
饗
宴
を

行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
忠
平
の
先
例
を
調
査
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果

は
上
述
の
通
り
、
藤
氏
長
者
と
い
え
ど
も
任
大
巨
大
饗
は
庇
饗
で
あ
り
、
様
器
を
用

い
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。

( 162) 

＊
大
日
本
古
記
録
本
で
は
、
こ
の
箇
所
の
読
点
は
「
故
殿
未
皮
朱
器
之
問
被
行
庇
饗
、
〔
被
〕

用
様
器
欺
」
「
付
資
平
奉
之
、
庇
饗
用
様
器
」
と
振
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
任
大
臣
大
饗

H

庇
饗
と
い
う
理
解
を
基
礎
に
お
い
て
、
「
兼
家
は
い
ま
だ
に
朱
器
を
渡
さ
れ
て
い
な
い
う

ち
に
庇
饗
（
任
摂
政
大
饗
の
如
き
饗
安
）
を
行
っ
た
の
で
、
様
器
を
用
い
た
」
（
し
か
し
受

領
後
で
あ
れ
ば
庇
饗
に
も
朱
器
を
用
い
る
）
の
で
は
な
い
か
と
道
長
は
考
え
た
が
、
忠
平
も

「
庇
饗
で
は
様
器
を
用
い
て
い
た
」
と
い
う
怠
味
で
解
釈
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

で
は
前
文
の
「
庇
饗
に
は
朱
器
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
道
長
の
認
識
と
翻
齢
が

生
じ
る
。
そ
こ
で
木
稿
で
は
、
「
故
殿
未
度
朱
器
之
問
、
被
行
庇
饗
〔
被
〕
用
様
器
」
「
庇
饗
、

用
様
器
」
と
読
点
を
振
り
、
「
朱
器
が
渡
る
前
だ
っ
た
の
で
庇
饗
と
し
て
開
催
し
て
様
器
を

用
い
た
の
で
は
」
（
受
領
後
で
あ
れ
ば
任
大
巨
大
饗
で
も
藤
氏
長
者
な
ら
朱
器
を
用
い
る
は

尾
大
饗
で
あ
る
べ
き
）
と
道
長
は
考
え
た
が
、
忠
平
の
任
太
政
大
臣
大
饗
も
「
庇
饗
で
あ
り
、



様
器
を
用
い
て
い
た
」
（
朱
器
台
盤
を
用
い
る
母
屋
大
饗
で
は
な
か
っ
た
）
と
い
う
意
味
で

解
釈
し
た
。
こ
の
記
事
は
兼
家
の
饗
宴
が
「
阿
対
庇
為
一
公
卿
座
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
実
資
の
教
不
を
受
け
て
、
道
長
が
自
身
の
饗
を
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
調
査
し

た
記
事
で
あ
る
か
ら
、
問
題
の
力
点
は
庇
饗
と
し
て
開
催
す
べ
き
か
否
か
に
こ
そ
あ
る
と
み

る
へ
き
で
あ
る
。

2 0 1 5 

こ
こ
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
ま
ず
、
「
以
朱
器
一
用
一
大
饗
之
人
」
と
自
認
す

る
道
長
は
、
任
大
臣
大
饗
す
ら
様
器
を
用
い
る
庇
饗
で
は
不
適
当
で
は
な
い
か
、
と

考
え
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
正
月
大
饗
で
は
朱
器
を
使
用
し
た
は
ず
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
翌
年
の
寛
仁
元
（
一

O
一
七
）
年
、
一
二
月
に
藤
氏
長
者
を
頼
通
に

譲
る
前
の
正
月
二
十
七
日
に
開
催
し
た
正
月
大
饗
で
は
、
朱
器
台
盤
を
使
用
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
道
長
は
、
兼
家
も
「
以
朱
器
用
一
一
大
饗
之
人
」
に
当
た
る
と
み
な
し

て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
先
例
を
忠
平
に
求
め
、
実
資
も
実
頼
に
先
例
を
求
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
道
長
・
実
資
に
と
っ
て
、
忠
平
・
実
頼
・
兼
家
は
、
正
月
大
饗
に
お
い

て
朱
器
を
使
用
す
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
記
事
で
は
兼
家
に
つ
い
て
「
摂
政
始
：
：
：
未
レ
度
一
朱
器
一
之
間
」
と

言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
任
の
藤
氏
長
者
で
あ
る
藤
原
頼
忠
が
、
兼
家
の
摂
政
就

任
後
も
し
ば
ら
く
氏
長
者
の
権
限
を
行
使
し
て
い
た
事
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で
（
橋

本
義
彦
「
藤
氏
長
者
と
渡
領
」
〔
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

六
年
、
初
出
は
一
九
七
二
年
〕
二
四
四
頁
て
そ
の
た
め
に
兼
家
へ
の
朱
器
台
曜
の
授

受
が
遅
れ
た
と
道
長
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
長
の
認
識
で
は
、

兼
家
が
受
領
す
る
以
前
の
朱
器
台
盤
は
、
頼
忠
の
手
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

山
石
井
隆
次
氏
は
、
史
料
①
②
の
事
例
も
加
え
て
藤
氏
長
者
の
継
承
を
論
じ
た
b
論

文
に
お
い
て
、
「
そ
れ
（
朱
器
台
盤
！
引
用
者
）
が
正
月
大
饗
の
際
に
大
々
的
に
用
い

ら
れ
て
積
極
的
に
藤
氏
長
者
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
り
伝
家
の
重
宝
と
な
っ
た
の
は
、

前
稿
『
朱
器
台
盤
考
』
に
記
し
た
よ
う
に
恐
ら
く
そ
れ
程
占
く
は
な
く
、
大
体
こ
の
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兼
家
の
頃
か
ら
」
（
二

0
1
一
手
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
史
料
②
か
ら
は
、

大
巨
大
饗
に
お
け
る
朱
器
台
盤
の
使
用
が
、
遅
く
と
も
忠
平
の
時
代
ま
で
遡
る
可
能

性
を
指
摘
で
き
、
拙
稿
A
論
点
③
の
補
強
と
な
る
。

ま
た
、
朱
器
ム
口
盤
は
忠
平
か
ら
実
頼
へ
、
あ
る
い
は
頼
忠
か
ら
兼
家
へ
と
、
藤
氏

長
者
の
交
替
に
と
も
な
っ
て
授
受
さ
れ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
か
ら
、
そ
の
頃
か
ら

す
で
に
朱
器
台
盤
は
氏
長
者
の
地
位
を
象
徴
す
る
性
格
を
獲
得
し
て
い
る
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

岩
井
氏
は

a
論
文
に
お
い
て
朱
器
台
盤
渡
り
の
儀
を
師
実
の
時
に
始
ま
っ
た
と
も

し
て
い
る
が
、
『
御
堂
御
記
抄
』
長
徳
元
（
九
九
五
）
年
六
月
十
九
日
条
に
は
、
藤
原

道
兼
の
莞
去
を
受
け
て
大
納
言
か
ら
右
大
臣
に
昇
り
、
同
時
に
藤
氏
長
者
と
な
っ
た

道
長
の
も
と
に
「
持
1
参
朱
器
台
盤
等
一
」
と
あ
る
。
こ
の
時
、
氏
印
（
長
者
印
）
も

渡
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
同
廿
七
日
に
氏
印
の
始
用
や
士
口
書
御
覧
な
ど
の
儀
礼
が
行
わ

れ
て
い
る
。
抄
出
本
で
あ
る
た
め
記
述
が
簡
略
的
す
ぎ
て
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な

い
が
、
後
世
の
よ
う
に
特
定
の
場
所
（
束
三
条
第
・
鴨
院
）
に
格
納
さ
れ
た
朱
器
台

盤
を
交
替
時
に
運
び
出
し
、
そ
の
授
受
を
上
口
書
儀
礼
等
と
と
も
に
行
う
と
い
う
形
式

で
は
な
い
に
し
て
も
、
朱
間
荷
台
盤
の
授
受
に
際
し
て
藤
氏
長
者
に
よ
る
実
物
の
確
認

は
必
要
で
あ
ろ
う
か
ら
、
類
似
の
儀
礼
は
す
で
に
存
在
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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と
こ
ろ
で
、
史
料
②
に
は
、
若
干
気
に
な
る
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
長
和

五
（
一

O
一
七
）
年
よ
り
以
前
に
、
道
長
は
藤
氏
長
者
の
な
場
で
、
様
叩
誌
を
用
い
る

「
庇
饗
」
と
し
て
任
大
臣
大
饗
を
行
っ
た
経
験
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ

ら
た
め
て
摂
政
就
任
時
に
、
「
以
朱
器
用
一
大
饗
之
人
」
の
任
大
臣
大
饗
は
朱
器

と
様
器
の
ど
ち
ら
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
べ
き
か
疑
問
を
呈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

道
長
が
朱
器
台
盤
を
受
領
し
た
の
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
右
大
医
と
藤
氏
長
者
に

就
任
し
た
長
徳
一
元
（
九
九
五
）
年
六
月
卜
九
日
の
当
日
で
あ
る
。
そ
し
て
同
日
、
道



『小右記』こぼれ話

長
は
任
右
大
臣
大
饗
を
行
っ
た
が
、
そ
の
大
饗
は
『
小
右
記
』
に
よ
れ
ば
「
廟
饗
如

レ
例
」
で
あ
り
、
朱
m荷
台
盤
は
使
用
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
道
長
は
、
藤
氏

長
者
と
い
え
ど
も
任
大
巨
大
饗
は
朱
器
を
使
用
し
な
い
庇
饗
と
し
て
行
う
と
い
う
原

則
を
知
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
で
あ
る
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
朱
器
を
大
饗
で
使
用
す
る
資
格
は
、
単
に
藤
氏
長
者

と
し
て
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
だ
け
で
は
得
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
道
長
の
場
合
は
摂
政
と

い
う
地
位
に
就
い
た
こ
と
で
初
め
て
、
有
資
格
者
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
道
長
は
藤
氏
長
者
と
な
っ
た
翌
年
か
ら
毎
年
の
よ
う

に
太
政
官
の
首
班
と
し
て
正
月
大
饗
を
開
催
し
て
い
る
が
、
摂
政
に
な
る
ま
で
は
朱

器
台
盤
を
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
（
史
料
的
に
朱
器
台
盤
の
使
用
の
有

無
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
て

と
は
言
え
、
『
西
宮
記
』
恒
例
第
一
・
正
月
・
臣
家
大
饗
に
は
「
藤
氏
ノ
一
ノ
大
臣

大
饗
用
一
朱
器
台
盤
一
」
と
あ
り
、
摂
聞
や
太
政
大
臣
に
限
ら
な
い
「
一
大
臣
」
が
朱

器
台
盤
を
用
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
上
記
の
よ
う
な

解
釈
は
穿
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
記
主
の
源
高
明
が
公
卿
と
な
っ
て
か
ら
死
去
す
る
ま

で
の
期
間
を
見
て
も
、
天
暦
五
（
九
五
一
）
年
か
ら
康
保
四
（
九
六
七
）
年
ま
で
、

当
時
首
席
の
大
臣
で
藤
氏
長
者
で
あ
っ
た
藤
原
実
頼
が
左
大
臣
と
し
て
正
月
大
饗
を

行
っ
て
い
る
。
も
し
こ
の
時
、
実
頼
が
朱
器
台
盤
を
使
用
し
て
お
ら
ず
、
摂
政
太
政

大
臣
と
な
っ
て
行
っ
た
天
禄
元
（
九
七

O
）
年
の
正
月
大
饗
か
ら
使
い
始
め
た
と
す

れ
ば
、
「
一
大
臣
」
と
い
う
表
現
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
実
例
で
も
、
摂
関
・
太
政
大
臣
の
地
位
に
な
い
大
臣
が
正
月
大
饗
に
朱

器
を
用
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
『
記
録
部
類
臣
下
大
饗
』
不
知
記
治
暦
二
（
一

O
六
六
）
年
正
月
廿
二
日
条
（
『
古
事
類
苑
』
歳
時
部
八
・
摂
聞
大
臣
E
月
大
饗
）
に

（
藤
原
教
通
）

「
今
日
左
大
臣
二
条
亭
有
一
一
大
饗
一
〈
用
一
一
朱
器
ご
と
あ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

関
白
藤
原
頼
通
は
、
康
平
七
（
一

O
六
回
）
年
末
に
関
白
の
地
位
を
保
っ
た
ま
ま
、

弟
の
教
通
に
藤
氏
長
者
を
譲
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
教
通
は
、
左
大
臣
の
地
位
で
朱

器
大
饗
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
特
別
な
大
臣
で
な
く
と
も
、
藤
氏

長
者
で
あ
れ
ば
朱
器
を
用
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

道
長
が
長
和
五
年
に
特
に
任
大
臣
大
饗
に
お
け
る
朱
器
・
様
器
の
使
用
の
是
非
を

問
題
と
し
た
の
は
、
「
摂
政
」
（
あ
る
い
は
但
先
の
「
太
政
大
臣
」
）
と
い
う
特
別
な

地
位
に
相
応
し
い
大
饗
の
あ
り
方
が
、
一
般
の
大
臣
と
は
別
の
か
た
ち
で
存
在
す
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
た
め
、
と
理
解
し
て
お
く
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
上
記
の
よ
う
に
、
遅
く
と
も
忠
平
ま
で
朱
器
台
盤
の
使
用
が
遡
る

と
み
な
し
て
よ
い
な
ら
ば
、
そ
の
頃
か
ら
す
で
に
、
藤
氏
長
者
は
毎
年
、
台
閣
の
旨

班
と
し
て
朱
器
台
盤
を
用
い
た
正
月
大
饗
を
開
催
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
藤
氏
長
者
が
「
一
大
臣
」
と
し
て
開
催
す
る
正
月
大
饗
に
お
い
て
、

伝
家
の
重
宝
た
る
朱
器
台
盤
を
用
い
る
理
由
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
江
家
次
第
』
巻
一
一
・
正
月
・
大
臣
家
大
饗
・
裏
書
に
は
「
藤
氏
長
者
朱
器
台
盤
、

閑
院
左
大
臣
冬
嗣
公
御
物
、
在
一
勧
学
院
、
長
者
初
任
之
時
渡
レ
之
、
正
月
大
饗
用

此
器
一
也
」
と
あ
る
。
朱
器
台
盤
は
摂
関
家
発
展
の
礎
を
築
い
た
藤
原
冬
嗣
の
御
物

で
あ
る
と
い
う
が
、
藤
原
氏
の
氏
族
内
に
お
い
て
こ
そ
権
威
を
持
ち
得
る
こ
う
し
た

由
来
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
大
巨
大
饗
と
い
う
太
政
官
官
人
を
饗
応
す
る
儀
礼
の
な
か

で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
理
由
と
し
て
は
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
こ

の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
少
し
視
点
を
変
え
た
検
討
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
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『
小
右
記
』
を
通
覧
し
て
い
く
と
、
藤
氏
長
者
累
代
の
重
宝
と
し
て
の

と
は
異
な
る
「
朱
器
」
の
存
在
に
気
が
つ
く
。

朱
器
」

｛
史
料
③
】
、
一
観
二
（
九
八
四
）
年
九
月
九
日
条
（
『
御
脱
履
記
』
小
右
記
逸
文
）

（
円
融
）

被
レ
奉
一
太
上
天
皇
尊
号
一
事
〈
付
供
…
御
節
供
事
・
被
レ
献
二
御
釦
於
春
宮
一

事〉

九
日
、
丙
辰
、

伝
聞
、

別
納
所
供
一
一
御
節
供
二
五
々

〈
先
例
以
一
朱
器
供
レ
之
、



蔵
人
所
衆
伝
取
供
レ
之
、

（
平
市
問
）

而
事
依
爾
率
一
用
－
様
器
、

又
付
一
御
膳
宿
〉
、

【
史
料
④
】
寛
弘
一
一
（
一

O
O
五
）
年
十
二
月
十
七
日
条

（
東
条
第
）

今
日
初
出
1

御
南
殿
之
日
、
伺
参
入
、
諸
卿
同
参
入
〈
悉
参
〉
、
如
一
紫
震

殿
儀
、
但
以
レ
東
為
レ
西
、
同
一
大
宮
院
、
旬
儀
如
レ
例
、
抑
有
一
失
錯
事
、
其

一
、
最
初
下
器
内
竪
等
渡
南
庭
就
一
束
階
一
、
諸
卿
一
不
一
事
由
、
遣
i

頒
索
餅
一

之
所
〈
東
中
門
内
〉
、
而
内
堅
等
確
執
不
レ
向
、
再
一
一
一
仰
遣
横
向
、
内
竪
等
存

下
物
度
、
只
持
レ
盤
者
、
甚
奇
依
也
、
伺
自
一
階
下
密
々
持
」
向
朱
器
、
此
間

乗
燭
、
下
器
還
渡
、
其
二
：
・
：

【
史
料
⑤
】
寛
仁
元
（
一

O
一
七
）
年
十
一
月
廿
二
日
条

今
日
新
嘗
会
、
：
：
：
左
大
弁
云
、
五
節
拝
了
、
還
昇
之
問
、
指
レ
笠
布
衣
者
及

数
多
雑
人
、
走
」
昇
殿
上
、
曳
J

落
御
帳
雌
・
壁
代
、
執
喫
盈
満
、
悉
取
一
朱

器
、
又
無
一
御
殿
油
二
灯
召
一
内
竪
令
レ
乗
レ
燭
者
、
軽
々
多
端
、
未
レ
有
レ
如

レ

ιHY
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【
史
料
⑥
｝
長
元
ド
ヰ
（
一

O
三
，
一
）
年
正
月
十
二
日
条

（源）

・
：
：
左
少
弁
経
長
持
げ
来
中
原
祐
任
申
請
被
覆
勘
造
l

進
朱
器
文
l

〈
何
進
一

（
睡
叫
経
任
）

本
宣
旨
、
頭
弁
伝
口
宣
旨
己
彼
弁
送
レ
之
者
）
、
一
不
l

仰
可
レ
奏
之
由
了
、

史
料
④
⑤
は
宮
廷
儀
礼
で
「
朱
器
」
が
使
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

史
料
④
は
、
寛
弘
一
一
年
十
一
月
の
内
裏
焼
亡
に
よ
り
里
内
裏
と
し
た
い
束
三
条
第
に

お
い
て
、
一
条
天
皇
が
初
め
て
南
殿
に
出
御
し
た
臨
時
旬
に
関
す
る
記
事
で
あ
り
、

そ
こ
で
匝
ド
に
索
餅
を
賜
う
際
に
「
朱
器
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
江
家

次
第
』
巻
六
・
四
月
・
一
一
孟
旬
儀
に
「
索
餅
ド
器
」
と
し
て
「
内
堅
四
人
各
取
下

器
宋
盤
、
各
居
朱
境
四
日
」
と
あ
る
よ
う
に
、
米
塗
り
の
盤
と
境
が
セ
ッ
ト
に

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
史
料
④
で
は
初
め
、
内
唱
が
盤
の
み
を
持
ち
、
坊
の
「
朱

器
」
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
「
奇
惟
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

史
料
⑤
は
新
嘗
会
（
豊
明
節
会
）
に
お
け
る
雑
人
の
狼
籍
を
記
し
て
い
る
。
豊
明

節
会
で
は
、
五
節
舞
姫
の
舞
が
終
わ
る
と
、
内
弁
以
下
の
王
卿
が
殿
を
下
り
て
拝
舞

し
て
、
ま
た
複
座
す
る
が
、
そ
の
聞
に
雑
人
ら
が
大
挙
し
て
殿
上
に
昇
り
、
公
卿
等

に
供
さ
れ
た
饗
鰻
に
群
が
り
、
「
悉
取
朱
器
」
っ
た
と
い
う
。
公
卿
の
饗
鰻
に
朱

器
が
供
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
江
家
次
第
』
巻
一
・
正
月
・
元
日
宴
会
や
巻
卜
・

十
一
月
・
新
嘗
会
装
束
に
は
、
親
王
・
公
卿
の
座
の
前
に
弁
備
さ
れ
る
饗
鰻
に
つ
い

て
、
「
以
一
七
寸
朱
漆
盤
盛
菓
子
」
と
あ
る
（
巻
二
・
正
月
・
七
日
節
会
装
束
で

は
「
朱
漆
境
」
）

0

ま
た
、
『
延
喜
式
』
巻
三
二
・
大
膳
上
・
新
嘗
祭
・
安
会
雑
給
に

「
其
雑
器
、
親
王
巳
下
三
位
巳
上
朱
漆
、
四
位
己
下
五
位
己
上
烏
漆
井
上
器
」
と

あ
る
。宮

廷
で
の
朱
器
使
用
の
類
例
と
し
て
他
に
は
列
見
定
考
の
饗
が
あ
り
、
『
続
左
丞

抄
』
一
・
承
元
一
一
（
一
一
一

O
八
）
年
二
月
日
勘
列
見
定
考
所
々
饗
鰻
輩
注
文
に
外
記

方
案
主
勤
と
し
て
、
上
卿
・
納
言
・
参
議
・
弁
・
少
納
言
・
上
官
に
供
さ
れ
る
「
宴

座
朱
器
饗
品
川
三
前
」
が
み
え
る
。

史
料
⑥
は
、
以
ト
し
の
よ
う
な
宮
廷
儀
礼
で
使
用
さ
れ
る
朱
器
の
造
進
に
関
わ
る
も

の
で
、
そ
れ
を
申
請
し
た
中
原
祐
任
は
内
竪
頭
と
思
わ
れ
る
（
槙
野
康
造
編
「
平
安

人
名
辞
典
｜
長
保
二
年
｜
』
〔
高
科
書
店
、
一
九
九
三
年
〕
一
一
一
八
一
一
頁
）
。
史
料
④
で

も
、
「
下
器
」
と
呼
ば
れ
る
朱
器
を
渡
す
役
は
内
写
が
勤
め
て
お
り
、
朱
器
の
管
理
は

蔵
人
所
被
官
の
内
堅
所
が
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
史
料
④
に
お
い
て
、
旬
儀
で
臣
下
に
提
供
さ
れ
た
索
餅
は
「
下
物
」
（
お
ろ

し
も
の
、
天
皇
か
ら
下
げ
渡
す
物
）
と
さ
れ
て
お
り
、
『
小
右
記
』
長
一
兄

F

一
年
四
月
一

日
条
か
ら
、
天
皇
の
食
膳
調
進
を
掌
る
内
膳
司
が
儲
け
る
か
、
ま
た
は
天
皇
の
御
料

を
分
か
ち
下
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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＊
「
下
物
」
に
つ
い
て
最
近
、
天
皇
御
膳
を
殿
ト
し
で
賜
う
「
殿
ト
ム
け
盤
」
を
中
心
に
宵
廷
に

お
け
る
「
ド
物
」
を
包
店
的
に
論
じ
た
芳
之
内
主
「
日
中
行
事
『
殿
K
台
検
事
』
に
つ
い



て
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
二
四
七
号
、
二
O
一
四
年
）
が
出
た
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

「小右記』こぼれ話

蔵
人
所
被
官
の
内
竪
所
が
管
理
し
、
宮
廷
儀
礼
に
お
い
て
天
皇
か
ら
の
下
賜
物
を

供
す
る
饗
繕
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
朱
器
は
、
天
皇
の
御
物
と
し
て
の
性
格
を
持
っ

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
保
管
場
所
と
考
え
ら
れ
る
の
が
「
朱
器
殿
」
で
、

『
日
本
紀
略
』
寛
仁
四
（
一

O
二
O
）
年
七
月
廿
二
日
条
に
他
の
殿
舎
と
と
も
に
大

風
で
倒
壊
し
た
こ
と
が
、
ま
た
『
朝
野
群
載
』
巻
九
・
功
労
に
朱
器
殿
そ
の
他
を
造

進
し
た
功
で
遷
任
を
求
め
る
康
和
二
（
一
一

O
O）
年
七
月
二
十
三
日
の
申
文
が
み

え
る
。
そ
の
朱
器
殿
は
、
『
大
内
裏
図
考
証
』
に
よ
れ
ば
春
興
殿
の
東
南
に
あ
っ
た
。

以
上
の
事
例
に
対
し
、
史
料
③
は
や
や
趣
き
が
異
な
り
、
花
山
天
皇
に
譲
位
し
た

ば
か
り
の
円
融
上
皇
の
院
御
所
（
堀
河
院
）
に
お
い
て
、
別
納
所
か
ら
院
の
蔵
人
所

衆
の
手
で
上
皇
に
重
陽
の
節
供
が
供
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
節
供
は
宇

多
天
皇
が
民
間
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
を
宮
廷
の
歳
事
と
し
て
積
極
的
に
取
り
入
れ

た
も
の
で
（
『
宇
多
天
皇
御
記
』
寛
平
二
〔
八
九

O
〕
年
二
月
肝
日
条
）
、
『
西
宮

記
』
や
『
江
家
次
第
』
に
よ
れ
ば
、
七
月
七
日
に
は
内
膳
司
が
節
供
を
供
し
、
殿
上

で
は
内
蔵
寮
が
設
け
た
酒
肴
が
振
る
舞
わ
れ
た
。
そ
れ
が
院
御
所
で
も
同
様
に
行
わ

れ
た
の
だ
が
、
そ
の
際
に
は
「
朱
器
」
を
用
い
る
の
が
先
例
で
あ
っ
た
と
い
う
。
お

そ
ら
く
、
天
皇
に
節
供
を
供
す
る
際
に
も
、
朱
器
が
使
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

お
も
の
や
ど
り

史
料
③
末
尾
に
「
又
付
一
御
膳
宿
」
と
あ
る
の
は
、
天
皇
に
供
さ
れ
る
朝
御
膳
の
御

飯
が
下
物
と
し
て
殿
上
の
「
昼
大
盤
」
に
下
さ
れ
る
と
き
、
「
白
一
御
膳
宿
所
一
下
遣

一
也
」
と
『
侍
中
群
要
』
巻
四
・
大
盤
間
事
に
あ
る
の
と
同
様
、
臣
下
に
下
賜
し
た

こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
節
供
は
摂
関
家
で
も
行
わ
れ
、
『
執
政
所
抄
』
上
・
正
月
・
御
節
供
事

に
は
、
元
日
の
節
供
で
供
さ
れ
る
殿
下
料
と
北
政
所
料
の
内
容
が
詳
し
く
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
実
は
、
こ
の
う
ち
殿
下
料
に
、
朱
器
を
用
い
る
と
あ
る
（
北
政
所
料

は
様
器
）
。
『
執
政
所
抄
』
で
は
他
に
、
三
月
三
日
・
五
月
五
日
・
七
月
七
日
の
節
供

で
同
様
に
朱
器
を
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
九
月
九
日
の
節
供
の
記
述
は
か
な
り
省

略
さ
れ
て
い
て
器
に
関
す
る
記
述
が
な
い
が
、

朱
器
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
。

実
例
で
は
、
久
安
六
（
一
一
五

O
）
年
九
月
二
十
六
日
に
藤
原
忠
実
が
摂
政
忠
通

を
義
絶
し
、
氏
長
者
と
朱
器
台
盤
等
の
重
宝
を
召
し
上
げ
て
左
大
臣
の
頼
長
に
付
し

た
こ
と
を
受
け
、
翌
仁
平
元
（
一
一
五
一
）
年
正
月
一
日
に
頼
長
が
行
っ
た
「
朱
器

節
供
事
〈
初
度
〉
」
の
例
が
あ
り
、
他
に
も
『
猪
熊
関
白
記
』
建
久
八
（
一
一
九
七
）

年
正
月
一
日
条
の
関
白
近
衛
基
通
の
節
供
、
『
桐
院
教
実
公
記
』
貞
永
元
（
一
二
三

一
一
）
年
五
月
五
日
条
の
関
白
教
実
の
節
供
で
、
と
も
に
朱
器
を
用
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
『
玉
薬
』
嘉
禎
二
（
一
二
三
六
）
年
正
月
一
日
条
に
も
、
摂
政
九
条
道
家
の

「
朱
器
節
供
」
の
事
例
が
あ
る
。

『
中
右
記
』
嘉
保
元
（
一

O
九
四
）
年
三
月
卜
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
藤
氏
長
者
交

替
時
に
渡
さ
れ
る
朱
器
の
目
録
は
二
通
あ
っ
た
。
そ
の
内
訳
は
、
『
兵
範
記
』
保
元
三

（
一
一
五
八
）
年
八
月
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
「
朱
器
目
録
文
〈
一
通
、
大
饗
朱
器
台

盤
、
一
通
、
御
節
供
朱
器
、
緯
一
一
懸
紙
〉
」
で
あ
り
、
文
永
四
（
一
二
六
七
）
年

に
氏
長
者
と
な
っ
た
近
衛
基
平
の
『
執
柄
初
任
問
事
』
（
大
日
本
古
記
録
『
深
心
院
関

白
記
』
所
収
）
や
、
『
勘
仲
記
』
正
応
二
（
一
二
八
九
）
年
四
月
廿
一
日
条
で
も
、
同

様
に
「
大
饗
朱
器
目
六
」
「
節
供
朱
器
目
六
」
各
一
通
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
藤
氏
長

者
累
代
の
重
宝
と
し
て
の
朱
器
に
は
、
「
大
饗
朱
器
」
と
と
も
に
、
「
節
供
朱
器
」
が

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
形
態
が
い
つ
ま
で
遡
る
か
史
料
的
に
は
不
明
だ
が
、
嘉
保
元
年
に
師

実
か
ら
師
通
に
渡
さ
れ
た
朱
器
の
目
録
が
後
世
と
同
じ
く
二
通
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

遅
く
と
も
師
実
の
代
に
は
節
供
朱
器
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
三
月
十
一
日
条
に
は
庄
々
送
文
一
通
と
朱
器
等
目
録
二
通

を
「
新
成
文
書
三
通
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
新
成
」
と
は
、
「
圧
牧
渡

文
」
（
摂
関
家
領
を
地
子
所
が
新
任
の
藤
氏
長
者
に
奉
渡
す
る
荘
牧
の
目
録
）
に
大
殿

家
司
二
人
が
加
署
し
、
「
朱
器
渡
文
」
に
は
加
署
し
な
い
、
と
『
兵
範
記
』
保
元
三
年

八
月
十
一
日
条
に
あ
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
新
任
長
者
へ
の
譲
渡
の
都

こ
の
節
供
で
も
お
そ
ら
く
殿
下
料
に
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度
、
渡
さ
れ
る
荘
牧
・
朱
器
台
盤
の
口
録
が
新
た
に
作
成
さ
れ
る
こ
と
を
章
味
す
る

も
の
で
あ
り
、
朱
器
が
新
調
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
嘉
保
元
年
時
点
の

「
朱
器
大
盤
物
数
」
に
み
え
る
「
入
朱
器
例
長
植
」
が
四
合
で
あ
り
、
『
中
小
左

記
』
承
保
二
（
一

O
七
五
）
年
十
月
二
日
条
に
み
え
る
「
朱
器
長
橿
」
も
凹
合
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
朱
器
の
数
量
に
大
き
な
遣
い
は
な
い
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
承

保
一
一
年
の
教
通
か
ら
師
実
へ
の
藤
氏
長
者
交
替
の
時
点
で
、
す
で
に
節
供
朱
器
も
存

在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

上
述
の
よ
う
に
節
供
そ
の
も
の
は
照
関
期
に
は
存
在
し
、
『
小
右
記
』
に
も
円
融
上

皇
の
例
の
他
、
一
大
元
五
（
九
八
二
）
年
五
月
五
日
に
内
膳
司
が
供
し
た
宮
中
の
節
供
、

長
和
元
（
一

O
一
一
一
年
九
月
九
日
の
左
大
臣
藤
原
道
長
・
尚
侍
威
子
の
節
供
が
み

え
る
。
摂
関
（
藤
氏
長
者
）
・
院
・
后
宮
な
ど
の
他
、
公
卿
も
節
供
を
行
っ
た
こ
と
は
、

院
政
期
の
事
例
だ
が
、
寛
治
六
（
一

O
九
一
）
年
一
九
月
五
日
に
内
大
臣
藤
原
師
通
が

「
家
中
節
供
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
（
『
後
二
条
師
通
記
』
）
。
こ
の

よ
う
に
、
半
安
貴
族
社
会
で
は
広
く
節
供
行
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、
藤
氏
長
者
が
そ

の
饗
膳
具
と
し
て
使
用
し
た
節
供
朱
器
も
、
摂
関
期
に
遡
っ
て
存
在
し
た
可
能
性
が

高
い
。
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
（
一

O
二
ハ
）
年
七
月
廿
一
日
条
に
「
大
饗
朱
器
」

と
あ
っ
て
、
朱
器
の
種
類
を
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
朱
器
が
存
在
す
る

可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
大
饗
朱
山
市
を
納
め
て
い
た
土
御
門
第
が
火
災
に
遭
い
、
急
逮
、
朱

器
を
取
り
出
さ
せ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
節
供
朱
器
が
み
え
な
い
の

は
、
二
れ
よ
り
先
、
道
長
が
七
月
五
日
に
土
御
円
第
か
ら
一
条
院
別
納
に
移
っ
て
い

た
こ
と
と
関
連
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
『
御
全
関
白
記
』
）
。
そ
の
二
日
後
は

節
供
の
節
日
に
主
た
る
か
ら
、
そ
れ
に
使
用
す
る
た
め
に
節
供
朱
器
は
持
ち
附
さ
れ

て
い
て
土
御
門
第
に
な
く
、
被
災
を
免
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

第 6号史人

＊
摂
関
家
の
節
供
で
米
総
が
肘
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
鈴
木
聡
子
「
小
川
存
什
社
年
中
わ
市
刊
の

成
L

札
過
科
と
脱
原
県
関
山
本
節
け
い
れ
ト
巾
ず
を
中
心
に
」

（
『
凶
山
小
院
し
人
収
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ

セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
一
口
ゲ
、
一
一

O
O九
年
）
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
つ
鈴
木
氏
は
、

そ
の
初
見
が
『
執
政
所
抄
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
節
供
で
の
米
器
使
用
を
厳
原
忠
実
が
開
始

し
た
と
み
た
う
え
で
、
毎
年
の
一
止
片
大
饗
が
院
政
期
か
ら
な
く
な
る
こ
と
し
乙
関
連
づ
け
て
、

こ
の
時
、
正
月
大
饗
の
役
割
（
鈴
木
氏
は
氏
長
者
の
位
円
つ
け
と
公
卿
の
和
合
結
束
を
固
め

る
こ
と
と
す
る
）
が
節
目
行
事
に
移
っ
た
と
論
じ
た
。
し
か
し
、
節
供
朱
器
が
忠
実
よ
り
以

前
に
遡
っ
て

ι在
し
た
の
は
確
実
で
あ
り
、
ま
た
M
じ
く
藤
氏
長
者
の
伝
家
の
近
宝
と
は
一

J

一門

ぇ
、
大
饗
朱
器
と
節
供
米
器
は
別
々
の
セ
ッ
ト
な
の
で
、
大
饗
で
用
い
る
朱
器
を
節
供
に
流

用
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
執
政
所
抄
』
に
よ
れ
ば
、
節
供
は
一
家
叶
が
勤
仕
す
る
も
の
だ
か

ら
、
太
政
官
官
人
を
饗
応
す
る
大
饗
卜
と
同
様
な
立
味
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
も
不
適
切
で
あ

り、

T
K

月
大
饗
か
ら
節
供
へ
の
枠
内
行
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

節
供
に
お
け
る
朱
器
の
使
用
が
藤
氏
長
者
と
上
皇
と
で
共
通
す
る
こ
と
、
お
よ
び

宵
中
で
使
用
さ
れ
る
朱
器
が
天
皇
の
御
物
の
性
格
を
布
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
藤
氏
長
者
が
継
承
す
る
伝
家
の
重
宝
と
し
て
の
米
器
も
、
天
皇
家
の
御
物

と
し
て
の
宋
器
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
藤

氏
長
者
を
し
て
天
皇
・
上
皇
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
発
想
に
行
き
着
く
。
す
な
わ
ち
、
代
々
の
藤
氏
長
者
が
担
っ
た
役

割
と
合
わ
せ
て
与
え
れ
ば
、
藤
氏
長
有
が
伝
え
た
朱
器
は
、
天
皇
を
補
佐
し
教
導
す

る
ム
ロ
閉
山
白
斑
た
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
地
位
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
与
一
口
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
藤
原
氏
は
そ
う
し
た
特
別
な
役
割
を
期
待
さ
れ
る
家
円
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
朱
器
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
た
地
紋
を
表
象
す
る
什
器
だ
か

ら
こ
そ
、
朱
器
は
藤
氏
長
在
を
象
徴
す
る
重
宝
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

( 167) 
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同
傑
な
こ
と
は
、
朱
器
の
み
な
ら
ず
、
台
盤
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

藤
氏
長
者
が
正
月
大
饗
に
使
用
す
る
ム
日
盤
が
朱
塗
り
だ
っ
た
こ
と
は
、

存
除
日
抄



『小右記』こぼれ話

第
一
紙
背
文
書
「
朱
器
大
饗
雑
事
」
（
凶
書
寮
叢
刊
『
九
候
家
本
除
目
抄
』
下
）
か
ら

知
ら
れ
、
尊
者
二
人
料
と
し
て
「
朱
漆
三
尺
台
盤
」
四
脚
が
あ
り
、
公
卿
料
と
弁
・

少
納
言
料
の
「
朱
漆
四
尺
台
盤
」
は
そ
れ
ぞ
れ
十
二
脚
と
四
脚
、
そ
し
て
上
官
料
の

「
朱
漆
八
尺
台
盤
」
が
二
脚
で
あ
っ
た
。

一
方
、
内
膳
司
が
調
備
し
て
天
皇
が
食
す
朝
夕
御
膳
で
は
「
御
大
盤
」
二
脚
を
使

用
し
た
こ
と
が
『
侍
中
群
要
』
巻
一
一
一
か
ら
知
ら
れ
、
『
延
喜
式
』
巻
三
九
・
内
膳
司
・

供
御
料
雑
器
で
は
「
朱
漆
台
盤
四
面
〈
二
面
尋
常
料
、
二
面
節
会
料
ご
と
あ
る
。
延

喜
内
膳
司
式
に
は
、
同
じ
く
御
供
料
の
「
朱
漆
椀
五
口
」
な
ど
に
つ
い
て
、
「
右
、
日

供
・
諸
節
通
用
」
と
も
あ
る
。
「
節
会
（
諸
節
）
料
」
と
区
別
さ
れ
た
「
尋
常
料
」
の

朱
漆
台
盤
二
面
が
、
「
日
供
」
す
な
わ
ち
毎
日
の
朝
夕
御
膳
に
用
い
る
「
御
大
盤
」
二

脚
に
当
た
る
わ
け
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
巻
十
七
・
内
匠
寮
に
は
、
台
盤
を
含
む
こ
れ

ら
「
朱
漆
器
」
製
造
に
必
要
な
料
物
と
功
人
の
人
数
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
朝
夕
御

膳
（
内
膳
御
膳
）
は
十
世
紀
初
頭
か
ら
形
骸
化
が
始
ま
り
、
天
皇
の
実
質
的
な
食
事

は
御
厨
子
所
が
調
備
す
る
朝
干
飯
御
膳
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
を
佐
藤
全
敏
氏

が
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
朝
夕
御
膳
は
そ
の
後
も
儀
礼
的
な
食
事
と
し
て
存
続
し

た
（
「
古
代
天
皇
の
食
事
と
賛
」
〔
『
平
安
時
代
の
天
皇
と
官
僚
制
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二

O
O
八
年
、
初
出
は
二

O
O
四
年
〕
）
。

ま
た
、
先
の
延
喜
内
膳
司
式
・
供
御
料
雑
器
の
「
朱
漆
椀
五
口
」
に
は
「
中
宮
・

東
宮
各
三
口
」
と
も
あ
り
、
中
宮
と
東
宮
の
供
御
に
も
朱
器
を
用
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
朱
漆
ム
口
盤
も
同
様
に
使
用
さ
れ
た
。

『
御
産
部
類
記
』
二
・
村
上
天
皇
・
延
喜
御
記
・
延
長
四
（
九
二
六
）
年
六
月
八

（
藤
原
穏
了
）

日
条
に
は
「
此
日
中
宮
七
日
也
、
仰
一
内
膳
司
令
レ
供
一
御
韻
一
〈
調
供
事
同
去
元
年

二
位
台
盤
元
年
用
朱
漆
、
此
度
以
一
榎
木
作
レ
之
ご
と
あ
り
、
延
長
元
年
の
皇

后
藤
原
穏
子
の
御
産
（
寛
明
親
王
U
朱
雀
天
皇
降
誕
）
に
お
け
る
七
夜
の
内
膳
司
御

撲
に
朱
漆
台
盤
を
使
用
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
『
御
産
部
類
記
』
二
・
朱
雀
院
・
延
喜

御
記
に
よ
れ
ば
膳
器
は
銀
器
・
様
器
を
使
用
）
。
類
例
と
し
て
、
『
御
産
部
類
記
』
一
二

・
冷
泉
院
・
九
条
殿
記
・
天
暦
四
（
九
五

O
）
年
間
五
月
五
日
条
に
も
「
此
日

（
太
皇
太
市
穏
，
ナ
）

自
中
山
日
一
給
一
産
嗣
一
、
・
：
有
一
男
女
房
饗
二
各
用
一
朱
台
盤
」
と
あ
り
、
女
御
藤

原
安
子
が
憲
平
親
王
（
冷
泉
天
皇
）
を
出
産
し
た
際
に
太
皇
太
后
穏
子
か
ら
送
ら
れ

た
産
養
で
は
、
男
女
房
饗
に
朱
台
盤
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
同
七
月
廿
三
日
条

に
よ
れ
ば
、
立
太
子
に
際
し
て
勅
使
か
ら
給
わ
っ
た
御
器
の
な
か
に
「
朱
御
台
盤
二

脚
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
翌
日
の
本
家
調
食
に
は
、
男
房
・
女
房
の
た
め
の

「
朱
漆
器
」
の
境
・
大
盤
・
小
盤
を
台
犠
所
と
殿
上
侍
に
給
し
た
こ
と
も
み
え
る
。

こ
の
よ
う
に
后
宮
・
東
宮
に
お
い
て
朱
漆
台
盤
が
使
用
さ
れ
た
ほ
か
、
『
民
経
記
』

寛
喜
三
（
一
二
三
一
）
年
四
月
廿
五
日
条
で
は
、
四
月
十
一
日
に
親
王
宣
下
を
受
け

た
秀
仁
親
王
（
後
の
四
条
天
皇
、
立
太
子
は
十
月
）
の
親
王
家
所
始
に
お
け
る
公
卿

饗
に
「
朱
漆
台
盤
二
脚
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
延
喜
式
』
巻
六
・
神
祇
六

・
斎
院
司
に
は
、
斎
王
定
畢
所
請
雑
物
の
膳
器
の
な
か
に
「
三
尺
朱
漆
台
盤
三
前
」

が
み
え
、
同
巻
十
七
・
内
匠
寮
の
賀
茂
初
斎
井
野
宮
装
束
に
も
三
尺
の
「
朱
漆
台
盤

三
面
」
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
斎
院
で
も
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
朱
漆
台
盤
は
、
天
皇
の
他
、
后
宮
や
東
宮
・
親
王
、
斎
院
な
ど
、

天
皇
の
配
偶
者
、
血
縁
者
も
使
用
し
た
。
そ
れ
は
、
天
皇
の
御
物
と
い
う
性
格
を
核

に
、
天
皇
と
特
に
近
し
い
皇
族
が
用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
の
延
喜
内
膳
司
式
・
供
御
料
雑
器
に
は
、
「
尋
常
料
」
の
他
に
「
節

会
料
」
の
朱
漆
台
盤
が
あ
り
、
「
日
供
」
に
用
い
る
朱
漆
椀
も
「
諸
節
」
に
通
用
す
る

も
の
と
あ
っ
た
。
節
会
に
お
い
て
朱
器
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
史
料
⑤
で
も
確
認
し

た
が
、
台
盤
に
関
し
て
も
『
江
家
次
第
』
巻
一
・
正
月
・
元
日
宴
会
、
巻
二
・
正
月

・
七
日
節
会
装
束
、
巻
十
・
十
一
月
・
新
嘗
会
装
束
に
記
事
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
御
帳
内
の
天
皇
の
御
座
の
南
お
よ
び
御
帳
の
南
西
に
「
朱
漆
御
台
盤
」
そ
れ
ぞ

れ
一
脚
が
立
て
ら
れ
、
南
殿
南
庇
の
西
第
二
聞
に
も
「
朱
漆
御
台
盤
」
二
脚
を
立
て

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
御
台
盤
」
と
称
す
る
天
皇
の
た
め
の
ム
口
盤
が
四
脚
あ
る
こ

と
か
ら
す
る
と
、
御
帳
内
外
の
台
盤
二
脚
に
は
「
尋
常
料
」
を
用
い
、
南
殿
南
庇
の

台
盤
二
脚
が
延
喜
内
膳
司
式
に
言
う
「
節
会
料
」
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
節
会
で
は
他
に
、
御
帳
東
の
親
王
・
公
卿
の
座
の
前
に
も
公
卿
料

(168) 



の
「
朱
台
盤
五
脚
」
を
立
て
て
、
饗
鯉
一
を
弁
備
し
た
。

節
会
に
お
い
て
、
公
卿
料
の
台
盤
に
天
皇
の
日
常
の
供
御
で
使
用
さ
れ
る
台
盤
と

同
じ
朱
塗
り
の
も
の
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
饗
宴
が
、
天
皇
か
ら
公
卿
に
施

さ
れ
る
恩
寵
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
寵
愛
の
深
さ
が
一
不
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

2 0 1 5 

そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
藤
氏
長
者
が
正
月
大
饗
に
朱
器
台
盤
を
使
用
す
る
意
味
を

考
え
る
な
ら
ば
、
大
饗
に
参
加
し
た
太
政
官
官
人
は
、
藤
氏
長
者
が
自
ら
の
主
催
す

る
饗
宴
に
お
い
て
、
天
皇
主
宰
の
宮
廷
儀
礼
と
同
じ
朱
塗
り
の
饗
膳
具
で
官
人
を
饗

応
す
る
姿
か
ら
、
そ
の
地
位
が
天
皇
に
密
着
し
た
特
別
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ

取
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
を
補
佐
・
教
導
す
る
役
割
を
表
象
す
る
什

器
を
用
い
て
太
政
官
構
成
員
を
饗
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
原
氏
の
筆
頭
公
卿
が
、

天
皇
か
ら
唯
一
無
二
の
厚
い
信
任
を
得
た
存
在
と
し
て
太
政
官
を
統
率
す
る
と
い
う

構
図
が
、
正
月
大
饗
の
な
か
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
と
説
明
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第 6+} 史人

中
小
藤
氏
長
者
が
朱
器
ム
円
盤
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
上
皇
や
店
宮
・
東
宮
・
親
王
な
ど

と
同
様
に
血
縁
関
係
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
摂
関
期
に
お
い
て
も
、

藤
原
実
頼
の
よ
う
に
天
皇
の
外
戚
で
な
い
者
が
藤
氏
長
者
で
あ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
朱
器
令
盤
は
使
用
し
た
は
ず
で
あ
り
、
外
戚
関
係
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
で

あ
る
。
ま
た
、
天
皇
と
同
じ
も
の
を
使
用
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に
天
皇
と
同
等
な
存

在
と
し
て
藤
氏
長
者
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
『
愚
管
抄
』
な
ど
に
端
的
に
一
不
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
臣
下
と
し
て
天
皇
の
治
世
を
守
り
支
え
て
き
た
と
い
う
の
が
摂
関
家
の
白

己
認
識
で
あ
り
、
ま
た
貨
族
層
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
位
は
天
皇
あ
っ
て
こ
そ
の

も
の
で
あ
り
、
決
し
て
天
皇
と
同
格
な
い
し
取
っ
て
代
わ
り
得
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
。

朱
器
台
盤
の
も
と
も
と
の
所
有
者
が
藤
原
冬
嗣
で
あ
っ
た
こ
と
、
摂
閣
に
な
っ
て
い
な
い
大

臣
で
も
泌
氏
長
考
な
ら
朱
器
台
盤
を
使
用
し
た
こ
と
も
、
天
皇
に
比
肩
す
る
地
位
を
表
象
す

る
と
み
る
こ
と
を
否
定
す
る
事
実
で
あ
る
。
先
に
藤
氏
長
者
に
つ
い
て
、
天
皇
を
補
佐
・
教

導
す
る
守
閣
の
首
班
た
る
こ
と
を
「
期
待
さ
れ
る
」
存
紅
と
表
現
し
た
の
は
、
現
に
そ
の
よ

う
な
地
位
に
い
る
と
は
隈
ら
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
り
、
朱
器

台
盤
の
使
用
は
、
実
際
の
地
位
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
藤
原
氏
が

H

ウ
ジ
M

と
し
て
天
皇
お

よ
び
賞
族
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
る
立
場
を
表
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

天
皇
・
上
皇
と
と
も
に
摂
関
が
着
用
し
た
赤
色
砲
が
、
内
宴
に
お
け
る
「
第
一
之
人
」

（
筆
頭
公
卿
）
の
装
束
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
参
考
と
な
る
（
大
丸
弘
「
禁
色
聴
許
の

被
服
学
的
研
究
」
［
『
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
論
集
』
一
、
一
九
六
三
年
〕
一
五
八
1
一六
O
頁、

末
松
附
「
摂
関
家
に
お
け
る
服
飾
故
実
の
成
立
と
展
開
赤
色
砲
の
検
討
を
通
じ
て

l
」

［
『
平
安
宮
廷
の
儀
礼
文
化
』
上
口
川
弘
文
館
、
一

O
一
O
年
、
初
出
は
二
0
0
0
年〕）

C

一
方
、
家
司
が
奉
仕
す
る
節
供
に
お
い
て
朱
器
を
使
用
す
る
の
は
、
家
政
組
織
内

で
完
結
し
た
行
為
で
あ
り
、
藤
氏
長
者
が
自
ら
を
、
天
皇
か
ら
特
別
な
信
任
を
得
た

存
在
で
あ
る
と
自
己
確
証
す
る
た
め
の
儀
礼
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

節
供
朱
器
が
記
録
に
乏
し
い
の
は
、
「
家
」
内
部
の
内
々
の
行
事
と
い
う
性
格
の
た

め
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
上
記
の
よ
う
に
藤
原
道
長
が
節
供
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は

『
小
右
記
』
で
確
認
で
き
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
『
御
堂
関
白
記
』
に
は
一
例
も
節
供
に

関
す
る
記
述
が
な
い
。
節
供
自
体
は
、
『
宇
多
天
皇
御
記
』
寛
平

F

一
（
八
九

O
）
年
一
一

月
叶
日
条
に
言
う
よ
う
に
、
「
俗
間
」
の
生
活
に
密
着
し
た
「
歳
事
」
で
あ
っ
て
、
特

別
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
『
小
右
記
』
に
み
え
る
朱
器
台
盤
の
事
例
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
前
半

で
は
藤
氏
長
者
の
朱
器
大
饗
が
早
く
か
ら
存
在
し
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
を
あ
ら
た

め
て
指
摘
し
、
後
半
に
お
い
て
は
、
「
朱
器
」
お
よ
び
「
朱
漆
台
盤
」
の
性
栴
か
ら
、

そ
れ
が
藤
原
氏
に
対
す
る
天
皇
の
厚
い
信
任
を
表
象
す
る
重
主
と
し
て
、
大
巨
大
饗

で
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。



藤
氏
長
者
の
伝
家
の
重
宝
を
天
皇
と
の
関
係
の
な
か
で
把
握
す
る
こ
と
は
、
朱
器

台
盤
と
並
ん
で
代
々
の
藤
氏
長
者
が
継
承
し
た
蕩
斤
に
つ
い
て
、
「
東
国
の
御
牧
か
ら

貢
進
さ
れ
た
馬
寮
の
馬
が
摂
関
家
の
河
内
楠
葉
牧
な
ど
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
『
事
斤
↓
天
皇
の
馬
の
飼
育
者
↓
天
皇
へ
の
奉
仕
者
』
と
い
う
連

聞
が
導
き
だ
さ
れ
る
の
で
、
『
努
斤
』
は
天
皇
を
支
え
る
摂
関
家
の
地
位
を
象
徴
す
る

宝器と捉えられるのではないか」と指摘した勝山清次氏の提言とも共鳴

する視角である（「書評中込律子『平安時代の税財政構造と受領』」

〔『歴史学研究』第九二九号、二O一五年〕五八頁）0

最後に、不十分ながらこれまで確認できた朱器を使用する大饗と節供

および朱器台盤渡りの事例をまとめた表を参考として掲げておく。

出 典 長者 内容 備考
『小右記』永延 1(987) . 1. 19 兼家 大饗（朱器） 寛和 2(986）摂政・長者

2 『御堂御記抄」長徳 1(995) .6.19 道長 朱器台盤j度り
3 『左経記』万寿 2(1025) . 1. 19 頼通 大饗（台盤） 寛仁 1(1017）長者

寛仁 3関白
4 『記録部類臣下大饗』不知記 教通 大饗（朱器） 康平 7(1064）長者

治暦 2(1066) 1. 22 （治暦4関白）

5 『水左記』承保2(1075) .10.2・3 師実 朱器台盤渡り

6 『台記』仁平 2( 1152) 1. 26 師実 承保 3.1. 19 承保 2(1075）長者・関白

朱器初度大饗
7 『後二条師通記』寛治 3(1089) 師実 朱器大饗 1. 22大饗の舗設記事

. 1. 21 寛治 2太政大臣
『中右記』寛治 3.1.22 （応徳 3<1086＞摂政）

8 『中右記』嘉保 1(1094) .3.11 師通 朱器fl盤渡り
9 『中右記』嘉保2(1095) . 1. 19 師通 朱器大饗 嘉保 1関白・長者
10 『殿暦』康和 1(1099) .10.6 忠実 朱器台盤i度り
11 『中右記』嘉承 2(1107) . 1. 19 忠実 大饗（朱器） 康和 1長者

長治 2(1105）関白
12 『中右記』永久 1(1113).1.16 忠実 大饗（台盤） 天永 3(1112）太政大臣
13 『長秋記』天承 1(1131) . 1. 19 忠通 朱器大饗 保安 2(1121)長者

『御遊抄』 大治 4(1129）関白
14 『fl記』久安 6(1150) .9.26 頼長 朱器台盤渡り
15 『台記』仁平 1(1151) .1.1 頼長 朱器節供 久安 6(1150）長者
16 『台記』仁平 2(1152).1.25・26 頼長 朱器初度大饗 久安 6(1150）長者

『兵範記』仁平 2.1目 26 仁平 1.1内覧
17 『兵範記』久寿 2(1155).1.21 頼長 大饗（台盤） 『無由緒」『新儀」
18 『兵範記』保元 1(1156) .7.19 忠、通 朱器目録奉覧
19 『~範記』保元 3 (1158) .8.11 基夫 朱器台盤渡り
20 『愚昧記』仁安 1(1166) .8.6 基房 朱器fl盤渡り

『公卿鋪任』
21 『玉葉』承安 1(1171) 1. 19 基房 朱器大饗 仁安 1(1166）長者

『吉部秘訓抄』ー・一大巨大饗時弁 嘉応 2(1170）太政大臣
少納言以下作法事・嘉応 3・1経房卿

記
22 『御遊抄』同（承安 3<1173>).1. 13 基房 朱器大饗 承安 2関白
23 『占記」寿永 2(1183) .12.1 師家 朱器台盤J度り
24 『玉葉』文治 2(1186) .3.16 兼実 朱器f干盤渡り 保安の先例あり
25 『猪熊関白記』建久 8(1197) .1.1 基通 朱器節供 建久 7関白・長者
26 九条家本『除目抄』紙背文書 良経 朱器大饗 建仁 2(1202）長者・摂政

建永 1(1206）朱器大饗雑事 元久 1(1204）太政大臣

（元久2太政大臣辞任）
27 『民経記』寛喜 3(1231) .7.5 教実 朱器台盤渡り
28 『桐院教実公言己』貞永 1( 1232) 教実 朱器節供 寛再3(1231）関白・長者

.5.5 
29 『王薬』嘉禎 2(1236) .1.1 道家 朱器節供 文暦2(1235）摂政・長者
30 『執柄初任問事』所引「嘉禎御記」 兼経 朱器台機渡り

（隷財〔1237〕.3)
31 『資本卿記J仁治 3(1242) .3.24 良実 朱器f千盤渡り

『後中百己』仁治 3.3.25
32 「黄葉記』『問屋関r'J記』 実経 朱器台盤i度り 『黄莱百己』に保安の先例

寛元 4( 1246) .1.28 あり
33 『民経記』文永 4(1267) .12.13 基平 朱器台盤i度り
34 『民経記』文永 5( 1268) .12.26 基忠 朱器台盤渡り
35 『防仲記』 E応 2(1289) .4.21 家基 朱器台盤渡り
・「大饗（朱器）」「大饗（什盤） Jと「朱器大饗」の違いは、史料に「朱器大饗」と表現
されているか否か、その表現がない場合は朱器と台盤どちらが記事にみえるかによる0

・朱器台盤渡りは、朱器御覧のみ記載の事例もあるが（24・30・32・33・34）、それは①門外
に朱器台盤等持参→②目録御覧→③朱器少々を長橿蓋に入れ御覧（5・19・23）、の③のみ
を記載したもので、内容が異なるわけではないため区別していない。 18は実物持参を
省略した事例。

『小右記』こぼれ話

（ゴチック＝朱器大饗）朱器大饗・朱器節供・朱器台盤渡り事例一覧表
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